
和歌山市監査委員公表第１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、和歌山市長から定

期監査及び財政援助団体監査の結果に基づく措置について通知があったので、同項の規定により別

添のとおり公表する。 

  平成３１年２月１日 

和歌山市監査委員  森 田 昌 伸    

同  上    柳 野 純 夫    

同  上    尾 﨑 方 哉    

同  上    薮   浩 昭    



和歌山市監査委員

平成３１年２月１日

措置の通知に係る公表

定期監査及び財政援助団体監査結果に基づく



和総第１４０号 

平成３１年１月８日 

（２０１９年）   

 

和歌山市監査委員 様 

 

和歌山市長 尾 花 正 啓 

 

 

平成２９年度定期監査及び財政援助団体監査の結果に伴う措置状況について（通知） 

 

 

平成２９年度定期監査及び財政援助団体監査の結果に基づき講じた措置等について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、別紙のとおり通知しま

す。 

 



項目 監査結果等 措置の内容及び状況 担当局部課等名

賃貸料の算定
誤りによる過
徴収

　わかやまＳＯＨＯヴィレッジ定期建物賃貸借契約に係
る業務ブースの賃貸料について、賃貸借契約書第４条で
は、１月に満たない場合の賃貸借料は、１月を３０日と
して日割り計算し、１００円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り捨てると定められているが、切り捨
て処理をせずに収納しているため、是正の上、今後この
ようなことがないよう契約の定めを遵守されたい。

　指摘後、相手方に１６円を返金しました。
　また、今後同じ誤りをしないよう、ネットワーク上の
共有ファイルに注意書きを記載し情報共有するととも
に、人為的ミスを防止するため、エクセルを用いた計算
も併せて行い、再発防止に取り組んでいます。

産業交流局
産業部
商工振興課

納期限の記載
誤りにより、
規則の定めの
期間を超えた
収納

　行政財産の目的外使用許可に係る使用料（和歌山公園
常時土地使用料）の徴収事務において、和歌山市公有財
産規則第２５条の２では、納付すべき期限を別に指定す
る場合においては、当該納付すべき期限までの期間は、
使用許可をする日から１月を超えてはならないと規定さ
れているが、１月を超える納期限が指定され、収納まで
に１月を超えた期間を要しているものが見受けられたの
で、納入通知書において同条に則した納期限を明記され
たい。

　指摘以降の納入通知書については、和歌山市公有財産
規則第２５条の２で定められた適切な納期限を記載して
います。課内全体で規則等を再確認し、再発防止に努め
ています。

産業交流局
観光国際部
和歌山城整備企
画課

定期監査結果に基づく措置状況
（監査実施年度：平成29年度）



項目 監査結果等 措置の内容及び状況 担当局部課等名

定期監査結果に基づく措置状況
（監査実施年度：平成29年度）

現金の収納事
務における誤
り

　収納金の払込事務において、和歌山市財務規則第８９
条第３項では、出納員が直接収納した収納金は、即日又
は翌日払込書により指定機関等に払い込まなければなら
ないと規定されているが、払い込むまでに期間を要して
いるものが見受けられたので、同規則を遵守されたい。

　指摘以降は和歌山市財務規則第８９条第３項の定めを
遵守し、適切に払い込んでいます。課内全体で規則等を
再確認し、再発防止と規則遵守に努めています。

産業交流局
観光国際部
和歌山城整備企
画課

　収納金の払込事務において、和歌山市財務規則第８９
条第３項では、出納員が直接収納した収納金は、即日又
は翌日払込書により指定機関等に払い込まなければなら
ないと規定されているが、払い込むまでに期間を要して
いるものが見受けられたので、同規則を遵守されたい。

　指摘後、収納金の集計や払込書作成等の業務について
複数人で分担することとし、繁忙期であっても、収納金
を即日又は翌日に払い込むよう徹底しています。また、
事務処理マニュアルを活用し、業務内容の理解を深め、
今後同じ誤りが起こらないよう、再発防止に取り組んで
います。

都市建設局
都市計画部
建築指導課

郵便切手等、
現金に準じる
ものの管理体
制の整備
（意見）

　本市において多くの部署が郵便切手、はがき、駐車場
回数券など現金に準じるものを保有しているが、規則等
において受払台帳の様式や管理、保管方法について明確
な規定がなく、各部署により取扱いに差異がある状況で
あった。
　郵便切手等は換金性が高く、盗難などの事故に繋がり
やすい要素があり、現金と同様に適切な管理が求められ
ることから、統一された基準を明文化し、適正で安全な
管理体制となるよう整備を図られたい。

　郵便切手やはがき、駐車場回数券など現金に準じるも
のについて、各課の管理体制の調査を実施し、現状把握
を行いました。調査結果を踏まえ、受払台帳への記載内
容や管理方法について、今年度中に統一された基準を明
文化し、庁内各課に周知します。

出納室
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